
厚 生 労 働 省

○ 経 済 産 業 省 告 示 第 二 号

環 境 省

化 学 物 質 の 審 査 及 び 製 造 等 の 規 制 に 関 す る 法 律 昭 和 四 十 八 年 法 律 第 百 十 七 号 第 二 条 第 四 項 の 規（ ）

定 に 基 づ き 次 に 掲 げ る 化 学 物 質 を 第 一 種 監 視 化 学 物 質 と し て 指 定 し た の で 同 条 第 九 項 の 規 定 に 基′ ′

′ ゜づ き そ の 名 称 を 公 示 す る

平 成 十 七 年 二 月 二 十 三 日

厚 生 労 働 大 臣 尾 辻 秀 久

経 済 産 業 大 臣 中 川 昭 一

環 境 大 臣 小 池 百 合 子

化 学 物 質 の 審 査 及 び 製 造 等 の 規 制 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第 ４ 項 の 規 定 に
通 し 番 号 整 理 番 号

基 づ き 、 第 一 種 監 視 化 学 物 質 と し て 指 定 し た 化 学 物 質 の 名 称

１ ９ （ ２ ） － ６ ８塩 素 化 パ ラ フ ィ ン （ Ｃ １ １ 、 塩 素 数 ７ ～ １ ２ ）

２ ０ （ ４ ） － １ ６ジ エ チ ル ビ フ ェ ニ ル

２ １ （ ４ ） － ４ １水 素 化 テ ル フ ェ ニ ル

２ ２ （ ４ ） － ６ ３ ８ジ ベ ン ジ ル ト ル エ ン


